
令和４年６月１７日 14時00分

資料配付 近畿地方整備局

和歌山河川国道事務所

紀の川(直轄管理区間)掘削土石を
採取する事業者を募集します。

和歌山河川国道事務所は、河川整備計画に基づく河川改修事業により河道掘削で発生

する土石について、公共事業へ優先利用した後の土石を対象に、採取を希望する事業者を

募集します。

●【申込期間】令和４年６月２０日から令和４年８月２５日まで

●河川内に仮置きした河道掘削土石（有用土石）を提供

●全体予定土石量 約１万ｍ３

●採取予定期間は、令和４年１２月１日から令和５年５月１５日まで

●河川法の規定により土石採取料が徴収されます。

●砂利採取法の規定により手数料の納付が必要となります。

＜取扱い＞

＜配布場所＞ 和歌山県政記者クラブ・和歌山県政放送記者クラブ・和歌山地方新聞記者

クラブ

＜問合せ先＞ 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所

副所長（河川） 竹中 宏徳
たけなか ひろのり

河川占用調整課長 久保 徳生
く ぼ の り お

TEL ０７３－４２４－２４７１（代表）



      

紀の川（直轄管理区間）掘削土石の 

採取希望者を募集します 
１．公募の趣旨 

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所は、河川整備計画に基づく河川改修事 

業により、河道掘削で発生する土石について、公共事業へ優先利用した後の 

土石を対象に、採取を希望する事業者を募集します。 

 

２．公募の概要 

（１）土石採取の基本的な考え方 

・河川改修事業による掘削土石は、公共事業への利用を優先することを基本と 

し、採取場所に仮置した掘削土石を有償にて土石採取者に採取させるもので 

す。 

・掘削土石の採取量は、全体で約１万m3を予定しています。なお、予定土石 

量は、今後の河川改修事業の実施状況により変更することがあります。 

・近畿地方整備局和歌山河川国道事務所は、土石採取者の応募審査を行い決定 

します。土石採取者は決定後、河川法第25条の許可及び砂利採取法第16条 

に基づく認可の申請が必要です。 

・決定した土石採取者が複数となり、希望採取量合計が予定土石量を上回る場 

合には、均等割により採取量を決定します。 

 

（２）土石採取場所等 

・掘削土石の採取場所は別図のとおりです。 

和歌山県紀の川市桃山町調月地先（紀の川左岸19.6k付近） 

 

（３）土石採取期間 

・掘削土石の採取期間は、令和4年12月1日(予定)から令和5年5月15日まで 

です。 

・河川改修事業の変更が生じた場合は、近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 

と土石採取者が協議のうえ、土石採取者は河川法及び砂利採取法に基づく認 

可の変更申請を行う必要があります。 

 

（４）土石採取料等 

・土石採取料は、河川法の規定により、和歌山県の県条例に基づき徴収されま 

す。 

・手数料に関しては、砂利採取法第３５条の規定により、納付が必要となりま 

 す。 



      

（５）応募資格要件 

・主な要件は下記のとおりです。 

① 和歌山県において砂利採取法に定める砂利採取業者の登録を行った者また 

  は登録中の者。 

なお、登録中の者は令和４年９月2６日（月）までに登録の完了及び登録 

通知書の写しを提出すること。令和４年９月2６日（月）までに登録の完 

了及び登録通知書の写しの提出がない者は土石採取者となることはでき 

ません。 

② 砂利採取法第４条に定める業務主任者の１名を本件に専ら従事させるこ 

と。 

 

（６）応募審査について 

・近畿地方整備局和歌山河川国道事務所は、提出書類により参加資格の確認を 

行います。 

 

・土石採取者審査は、下記のとおりです。 

① 掘削土石の運搬・処理能力 

② 交通安全対策の具体的な方法 

③ 公道汚濁防止や騒音防止の具体的な方法 

④ 業務主任者の資格 

 

・スケジュール 

申込書締切    令和４年８月25日（木）（必着） 

審査通知の発送  令和４年９月29日（木）を予定 

河川法等の申請  令和４年９月30日（金）～令和４年10月31日（月） 

許可及び認可   令和４年11月１日（火）～令和４年11月30日（水） 

土石採取開始   令和４年12月1日（木）を予定 

 

（７）手続きの延期又は取りやめ 

・発注予定の河道掘削工事が入札不調になる等の事情により、本案件が延期又は 

取りやめとなる場合があります。 

 

（８）応募申込手続き 

・採取希望者は、採取計画概要書、誓約書等の書類を近畿地方整備局和歌山河川 

国道事務所に提出して下さい。 

 

・申込み方法 

①  郵送の場合（簡易書留等、配達が記録されるものに限る） 



      

申し込み受付期間 令和４年6月20日（月）から令和４年８月25日（木）まで 

【令和４年８月25日（木）必着のこと】 

②  持参の場合 

申し込み受付期間 令和４年６月20日（月）から令和４年８月25日（木）まで 

【午前９時から午後５時まで、ただし、土・日・祝日を除く】 

 

送付先 〒640-8227 和歌山県和歌山市西汀丁16番 

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 河川占用調整課 専門職 宛 

 

３．詳しい申請内容 

詳しい申請内容については、令和４年６月20日（月）に和歌山河川国道事務所 

ホームページなどに掲載します。 

和歌山河川国道事務所ホームページ 

https://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/ 
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